
●増頭要件を廃⽌し、繁殖成績の向上等の⽣産性向上に取り組むことで⽀援できるようになりました︕

●⾯積当たりの上限単価を引き上げました︕

●細霧装置や換気扇等の機器に加え、暑熱対策資材を⽀援対象に追加しました︕

「⽣産性向上」とは︖
例えば
・労働時間の短縮
・分娩間隔の短縮
・⼦⽜の事故率低下
・⼦⽜のDG増加 など・・・

「暑熱対策資材」とは︖
例えば
・遮熱塗料
・断熱屋根材
・寒冷紗
・すだれ など・・・

繁殖経営の⽣産性向上に必要な簡易⽜舎の整備及び機器資材の導⼊等
（⾁⽤⽜経営安定対策補完事業 R８ALIC事業︓42億円の内数）

簡易⽜舎の整備及び資材の⽀給に係る基準
【基準単価】
簡易⽜舎の整備 35千円以内／㎡

（特認40千円以内／㎡）
資材の⽀給 10千円以内／㎡

⼦⽜⽤ヒーター

細霧装置

R８年度事業から 要件、上限単価、⽀援対象を⾒直しました︕

基準単価︓29→35千円以内/㎡
特認単価︓33→40千円以内/㎡

繁殖経営の⽣産性向上に取り組む⽣産者集団等（⽣産者集団、農協、農協連、公社及び⼀般社団法⼈等）
が⾏う、繁殖経営の⽣産性向上に必要な簡易⽜舎(育成⽜舎含む）の整備や施設の改造に必要な資材の⽀給、
機器資材の導⼊等を⽀援。

断熱屋根材 すだれ

●補助率︓１／２以内
（１経営当たり上限額︓換気扇1,000千円以内、細霧装置1,000千円以内、⼦⽜⽤ヒーター700千円以内）

●事業実施主体︓都道府県団体、⺠間団体

【その他基準】
⽊造500㎡以下／棟、鉄⾻200㎡以下／棟
繁殖雌⽜１頭当たり⾯積 15㎡以下
育成⽜１頭当たり⾯積 ３㎡以下

※事業参加時に
⽣産性向上計画
の作成が必要です

〇対象機器の⼀例

など・・・

換気扇


